
 

 

令和５年度 第２回燕市防災会議 次第 

 

日時：令和６年３月４日（月） 

午後１時３０分～ 

場所：燕市吉田産業会館 大ホール 

 

 

１．開  会 

 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

 

３．議  事 

（１）燕市地域防災計画の修正案について 

   ・風水害等対策編 

   ・震災対策編 

   ・原子力災害対策編 

   ・資料編 

 

 

４．情報提供 

  （１）能登半島地震における燕市の被害と対応、支援制度について 

 

 

 

  （２）大河津分水路改修工事の進捗状況について 

 

 

 

５．閉  会 



「燕市地域防災計画（風水害等対策編）（震災対策編）
（原子力災害対策編）（資料編）」の修正について

変更計画名 主な修正項目

燕市地域防災計画
・風水害等対策編
・震災対策編
・資料編
（平成28年度修正）

・原子力災害対策編
（令和３年度修正）

１新潟県地域防災計画との整合による修正
・避難所における各種対策の進展を踏まえた修正
・避難情報の改正（避難勧告・指示の一本化）を踏まえた修正
・物資調達・輸送調整等支援システムの活用による修正
・防災業務関係者の放射線防護対策に係る修正
・その他

２燕市の施策の進展を踏まえた修正
・市民等への情報伝達手段の拡充
・業務継続計画の策定を踏まえた修正
・能登半島地震の対応を踏まえた修正

３その他の修正
・燕市の組織改編による修正
・記載の適正化等による修正

【計画修正の背景】

現行の「燕市地域防災計画」は、平成29年３月に「風水害等対策編」と「震災対策編」の修正を行い、
令和４年３月に「原子力災害対策編」の修正を行ったものです。
県が令和４年２月に地震被害想定を更新し、令和５年３月に国の「防災基本計画」の修正等を踏まえ

「新潟県地域防災計画」の修正を行っていることから、これに合わせて今年度、「燕市地域防災計画」
の修正を行っております。
なお、修正の内容は「燕市地域防災計画」の方針を変えるものではなく、主に「新潟県地域防災計画」

の修正と整合を図るものであり、時点修正や軽微な変更も併せて行うこととしております。

資料１



（新潟県地域防災計画の修正等） （燕市地域防災計画の修正）

(ア) 令和2年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏ま
え、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を
取り入れた防災対策を推進する。

感染症対策
避難者1人当たり3～4㎡のスペースを目安として、家族単位

で区画を確保し、感染症対策やプライバシー保護の観点から、
パーティションや段ボールベッド等の設置に努める。また、避
難所内には通路を設置し、パーティションが設置できない場合
には、避難者の区画間をできるだけ2m（最低1m）空けること
を意識するよう努める。

１．新潟県地域防災計画との整合による修正

（１）避難所における各種対策の進展を踏まえた修正

［主な内容］

(イ) 巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全
性を確保する。特に、トイレ、更衣室、授乳室等の防犯対策に
配慮する。

防犯対策
巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性

を確保する。特に、トイレ、更衣室、授乳室等の防犯対策に配
慮する。

(ウ) 気温や湿度が高い日には、熱中症にかかる危険性が高まる
ため、扇風機やエアコン等を設置して、避難所の気温・湿度の
調整に努めるとともに、こまめな水分補給の呼びかけを行うな
ど、十分な熱中症対策を実施する。

熱中症対策
気温や湿度が高い日には、熱中症にかかる危険性が高まるた

め、扇風機やエアコン等を設置して、避難所の気温・湿度の調
整に努めるとともに、こまめな水分補給の呼びかけを行うなど、
十分な熱中症対策を実施する。

(エ) 市町村は、施設への緊急入所を要しない程度の要介護高齢
者、障害者等のために福祉避難所を開設し、指定避難所からの
誘導を図る。

福祉避難所の開設
施設への緊急入所を要しない程度の要介護高齢者、障がい児

者等のために、福祉法人等との協定に基づき福祉避難所を開設
し、指定避難所からの誘導を図る。

※上記いずれも、【風水害】第3章第9節避難及び避難所計画
【震災】第3章第7節避難及び避難所計画

燕市地域防災計画の修正のポイント（案）



（新潟県地域防災計画の修正等） （燕市地域防災計画の修正）

以下のとおり文言を修正。

【風水害・震災】第2章第21節避難体制の整備 等

避難準備・高齢者等避難開始の名称が変更されるとともに、
避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を
行うこととし、避難情報のあり方を包括的に見直し。

（２）避難情報の改正を踏まえた修正

現行 修正・追加後

避難準備・高齢者等避難開始 高齢者等避難

避難勧告

避難指示避難勧告又は指示

避難勧告等

（追加） 緊急安全確保

食料・生活必需品等の効率的な調達と配給
市は、効率的な調達・確保及びニーズに応じた供給・分配を

行うため、備蓄物資等の供給や調達・輸送に関し、物資調達・
輸送調整等支援システムを活用し、県と情報共有を図りながら、
相互に協力するよう努める。

【風水害】第3章第23節食料供給計画、第24節生活必需品等供給計画
【震災】第3章第20節食料供給計画、第21節生活必需品等供給計画

市町村は、物資等の効率的な調達・確保及びニーズに応じた
供給・分配を行うため、備蓄物資等の供給や調達・輸送に関し、
物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、情報共有を図り
ながら、相互に協力するよう努める。

（４）防災業務関係者の放射線防護対策に係る修正

法令に基づく放射線防護対策必要な者及び防護指標を明確化
する。 防災業務関係者の放射線防護

市は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係
者の放射線防護については、あらかじめ定められた防災業務関
係者の放射線防護に係る基準に基づき行う。
また、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係

者のうち、放射線防護に係る法令の適用を受けない者について
は、国の基準が定められるまでの間は、次の防護指標を参考に
行う。

【原子力】第3章第10節防災業務関係者防護対策

（３）物資調達・輸送調整等支援システムの
活用による修正

県調査による地震被害想定結果の入替
調査の概要、想定地震、被害の予測等の調査結果の入替を行

う。

【震災】第1章第5節地震の想定

県は、平成7年度から平成9年度にかけて、1回目の「新潟県
地震被害想定調査」を実施した。その後、新潟県中越地震や中
越沖地震といった県内に大きな被害を生じさせた地震を経験す
るとともに、東日本大震災を始め県外でも大きな被害を生じさ
せた地震が発生している。また、前回調査から20年が経過して
いることから、想定技術の進歩や社会情勢の変化など、新たな
知見の蓄積が進んでいる。
このため、県内の地震被害想定を見直し、地震被害対策の強

化を図ることを目的に、平成元年度から令和3年度にかけて2回
目の「地震被害想定調査」を実施した。その調査内容を更新、
記載する。

（５）地震被害想定の更新



燕・弥彦総合事務組合を含めた市の組織改編との整合を図る
ための見直し。

組織改編に伴い、災害対策本部の体制や各部及び燕・弥彦総
合事務組合における災害対応の体制・職務の修正を行った。

【風水害・震災】第3章第1節災害対策本部の組織・運営計画

３．その他の修正

（１）燕市の組織改編による修正

現在の市の施策・計画等との整合や上記までの修正に基づき
記載の適正化を図るための見直し。

現在の市の施策・計画等との整合を図るための修正を行うと
ともに、上記までの修正に基づき、項・号の番号の修正や、用
語などの記載の適正化を行った。

【風水害・震災・原子力】全体

（２）記載の適正化等による修正

あらゆる手段を用いて市民等へ情報を伝達するため、市の情
報伝達手段において、2つの新たなサービスを開始した。また、
民間事業者のサービス廃止に伴い、1つのサービスを廃止した。

市民等への情報伝達手段の拡充
＜開始＞固定電話への情報配信サービス、ＬＩＮＥ
＜廃止＞ＢＳＮテレビデータ放送

【風水害・震災】第2章第21節避難体制の整備 等

（１）市民等への情報伝達手段の拡充

２．市の施策の進展等を踏まえた修正

非常時優先業務の整理
災害発生時において、災害対策業務（人命救助や避難者対応

など、災害対応として行う業務）と優先継続業務（通常業務の
うち、災害時においても継続又は早期に再開すべき業務）を非
常時優先業務とし、社会的な影響、他の業務への影響及び法令
上の処理期限等を踏まえた影響度の観点から分析し、洗い出し
を行う。

【風水害・震災】第2章第27節市の業務継続計画

非常時優先業務を定義付けによる見直し。

（２）業務継続計画の策定を踏まえた修正

能登半島地震における被災者支援を踏まえた内容に修正した。 住宅対策
・市は、被災住宅の応急処置について、関係法令によるものの
ほか必要な措置を講じる。

・市は、燕市建設業協同組合等と連携し、被災住宅の修繕等に
関する相談体制を整備する。

・市は、余震等により倒壊の危険性がある構築物の除去のため、
必要な措置を講じる。

【風水害・震災】第4章第1節民生安定化対策

（３）能登半島地震の対応を踏まえた修正



No 章 節 項目 意見理由 対応

1 1 2

２ 各機関
の事務又
は業務の
大綱

気象庁としての統一的な記載に
修正します。

ご意見を踏まえた上で、他機関の
表記と整合を取り修正いたします。

2 2 4
建築物等
災害予防
計画

震災対策編第2章第5節
建築物等災害予防計画31頁記
載の文言と重複している

現行の燕市地域防災計画は、「本
編」あるいは「共通編」の類のものが
なく、３つの対策編が並列の形で構
成されているため、ご意見のとおり
重複しているところもありますが、削
除はいたしません。

3 2 21
３ 避難情
報の発令と
解除

「避難情報に関するガイドライ
ン」（内閣府）に準拠させることを
提案します。

「避難情報に関するガイドライン」
（内閣府）に準拠し、ご意見のとおり
修正いたします。

4 2 21
３ 避難情
報の発令と
解除

「避難情報に関するガイドライ
ン」（内閣府、令和4年9月更新）
に準拠させることを提案します。

「避難情報に関するガイドライン」
（内閣府）に準拠し、ご意見のとおり
追記いたします。

5 2 21
３ 避難情
報の発令と
解除

「避難情報に関するガイドライ
ン」（内閣府、令和4年9月更新）
を参考にされることをお勧めしま
す。

「市民に求める行動」内の修正点で
ある「等の安全な場所」の追記に
「屋内安全確保」を含みますが、ご
意見を踏まえ、次のとおり修正いた
します。
「避難所等の安全な場所への避難
行動を開始する（屋内での安全確
保を含む）」

ア 高齢者等避難【警戒レベル３】、イ 避難指示【警戒レベル４】 の「広報事項」あ
たりに、「屋内安全確保」についても記載するとよいと考えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

風水害等対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　１/６

意見

新潟地方気象台の「処理すべき事務又は業務の大綱」を次のとおり修正したい。
1 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を行う。
2 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水
象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行う。
3 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。
4 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。
5 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

削除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【西蒲原土地改良区】

ア 高齢者等避難【警戒レベル３】
基準（目安）
「・土砂災害前ぶれ注意情報が発表され、今後も降雨の継続が予想される場合」
を「・大雨警報（土砂災害）が発表され、今後も降雨の継続が予想される場合」に
修正してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

イ 避難指示【警戒レベル４】
基準（目安）に、次の内容も追記してください。
・土砂災害の危険度分布で「危険（紫）」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）と
なった場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

資料２

   



No 章 節 項目 意見理由 対応

6 2 21
３ 避難情
報の発令と
解除

「避難情報に関するガイドライ
ン」（内閣府、令和4年9月更新）
に準拠させることを提案します。
併せて、避難指示と同様に、表
形式にされてはいかがでしょう
か。

ご意見のとおり修正前の表形式に
戻した上で、「避難情報に関するガ
イドライン」（内閣府）に準拠し、修
正いたします。

7 3 2
２ 職員の
配備体制

「避難情報に関するガイドライ
ン」（内閣府、令和4年9月更新）
を参考にされることをお勧めしま
す。

ご意見を踏まえ、「避難情報に関す
るガイドライン」を参考に修正いたし
ます。

8 3 4

２ 気象業
務法に定
める気象
特別警報・
警報・注意
報等

用語の適正化 ご意見のとおり修正いたします。

風水害等対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　２/６

意見

ウ 緊急安全確保【警戒レベル５】 の内容を次のように修正してはどうか。

災害が切迫し又は災害が発生し、「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全
確保」を中心とした行動変容を特に促したい場合に、以下を基準（目安）に、緊急
安全確保【警戒レベル５】を発令するよう努める。
（災害が切迫）
・当市に係る信濃川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫している可
能性（黒）」になった場合
・関係する河川の洪水警報の危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当
情報[洪水]）が出現した場合（流域雨量指数が実況で大雨特別警報（浸水害）基
準に到達した場合）
・大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）が発表された場
合
（※大雨特別警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レ
ベル５緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞り込むこと）
・土砂災害の危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報[土砂災
害]）となった場合
（災害発生を確認）
・堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合、当市に係る信濃川の氾濫発生情報
（警戒レベル５相当情報[洪水]）、水防団からの報告等により把握できた場合
・土砂災害の発生が確認された場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

初動体制の配備基準に「大雨警報（浸水害）発表」というのがあります。これが初
動体制配備基準に位置付けられた経緯は存じ上げませんが、現在の運用では、
大雨警報（浸水害）は相当な短時間強雨が予想されたときに発表となるもので、
初動体制の配備基準としては不適切と考えます。そのほかの配備基準において
も、疑問に思う点があります。
ご存知だと思いますが、「避難情報に関するガイドライン」（内閣府、令和4年9月
更新版）のP128には、現在の防災気象情報体系を踏まえた地方公共団体の防
災体制の基準例が示されていますので、これを参考に、貴市の体制配備基準を
見直されることをお勧めします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

２ 気象業務法に定める気象等の特別警報・警報・注意報、気象情報
　気象等の特別警報・警報・注意報、気象情報の発表は、気象業務法に定めら
れたところにより気象庁がこれを行い、関係機関に通知し市民に周知させる。
　新潟県地域における気象等の特別警報・警報・注意報等の発表は、新潟地方
気象台が行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

   



No 章 節 項目 意見理由 対応

9 3 4

２ 気象業
務法に定
める気象
特別警報・
警報・注意
報等

現在書かれている「注意点」を
書く必要性に乏しいため、気象
庁として推奨している、地域防
災計画における統一的な警報
等の記述に修正してはいかがで
しょうか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

10 3 4

２ 気象業
務法に定
める気象
特別警報・
警報・注意
報等

気象庁として推奨している、地
域防災計画における統一的な
警報等の記述に修正してはい
かがでしょうか。
また、記録的短時間大雨情報の
ことは、次の表の中に書かれて
いるので、ここに記述する必要
性は乏しいです。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

11 3 4

ア 主な気
象情報の
種類と解
説

記録的短時間大雨情報の発表
基準と発表官署は変更になって
おり、気象庁として推奨してい
る、地域防災計画における統一
的な記述に修正してはいかがで
しょうか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

12 3 4

ア 主な気
象情報の
種類と解
説

顕著な大雨に関する気象情報
の記述がないため、気象庁とし
て推奨している、地域防災計画
における統一的な記述にて追加
してはいかがでしょうか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

風水害等対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　３/６

意見

(1) 特別警報・警報・注意報及び解除の発表  の内容を次のように修正してはどう
か。
(1) 気象等の特別警報・警報・注意報及び解除の発表
　大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれがあるときには「注意
報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が、予想される現象
が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときには「特
別警報」が、市町村ごとに現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値が時間
帯ごとに示されて発表される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

(2) 気象情報の発表  の内容を次のように修正してはどうか。
　気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼び
かけられる場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災
上の留意点が解説される場合等に、北陸地方（新潟県、富山県、石川県、福井
県）を対象とする地方気象情報と、新潟県を対象とする府県気象情報が新潟地
方気象台より発表される。
　なお、重大な災害が差し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象
台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見出し文のみの府県気
象情報が発表される場合がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

記録的短時間大雨情報　 の内容を次のように修正してはどうか。
大雨警報発表中に、新潟県内で数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨
（１時間降水量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上
の雨量計を組み合わせた分析)され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）
が出現している場合に、気象庁から発表される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

記録的短時間大雨情報 の一段下に、以下を追加
顕著な大雨に関する気象情報
大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非
常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキー
ワードを使って解説する「顕著な大雨に関する新潟県気象情報」という表題の気
象情報が発表される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

   



No 章 節 項目 意見理由 対応

13 3 4

ア 主な気
象情報の
種類と解
説

竜巻注意情報は、目撃情報が
あった場合にも発表されるため、
気象庁として推奨している、地
域防災計画における統一的な
記述に修正してはいかがでしょ
うか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

14 3 4

ア 主な気
象情報の
種類と解
説

顕著な大雪に関する気象情報
の記述がないため、気象庁とし
て推奨している、地域防災計画
における統一的な記述にて追加
してはいかがでしょうか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り追記いたしま
す。

15 3 4

２ 気象業
務法に定
める気象
特別警報・
警報・注意
報等
(5) 土砂災
害警戒情
報等
ア 土砂災
害警戒情
報

土砂災害警戒判定メッシュ情報
など古い記述があるため、気象
庁として推奨している地域防災
計画における統一的な記述にて
追加してはいかがでしょうか。
なお、土砂災害警戒情報は警
戒レベル4相当の重要な情報で
あるため、”等”とせず単独で記
述することをお勧めします。
また、地方海上警報、航空機の
利用に適合する警報、鉄道気象
通報、電力気象通報は、燕市さ
んにとって関係は極めて薄く、
燕市地域防災計画に記載する
必要性はないと考えます。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

16 3 4

２ 気象業
務法に定
める気象
特別警報・
警報・注意
報等

警戒レベル。警戒レベル相当情
報に位置付けられた「早期注意
情報」の情報の説明がありませ
ん。
左記のように記述してはいかが
でしょうか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

風水害等対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　４/６

意見

竜巻注意情報  の内容を次のように修正してはどうか。
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意が
呼びかけられる情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になって
いるときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位（新潟県中越など）で気象庁か
ら発表される。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地
域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高
まっている旨を付加した情報が天気予報の対象地域と同じ発表単位（新潟県中
越など）で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

大雪に関する気象情報 の一段下に、以下を追加
顕著な大雪に関する気象情報
大雪による大規模な交通障害の発生するおそれが高まり、一層の警戒が必要と
なるような短時間の大雪となることが見込まれる場合、「顕著な大雪に関する新潟
県気象情報」という表題の気象情報が発表される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

(5) 土砂災害警戒情報等  の内容を次のように修正してはどうか。
ア 土砂災害警戒情報
　大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生しても
おかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避
難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼びかけられる情
報で、新潟県と新潟地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高
まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で
確認することができる。危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４
に相当。
イ 地方海上警報は、新潟地方気象台が担当海域（日本海中部）の海上を対象と
して発表する。
ウ 航空機の利用に適合する警報は、東京航空地方気象台が発表する。
エ 新潟地方鉄道気象通報及び電力気象通報は、新潟地方気象台が発表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

(6)　早期注意情報（警報級の可能性）
　5日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の2段階で発表される。当日
から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位
（新潟県中越など）で、2日先から5日先にかけては日単位で、週間天気予報の対
象地域と同じ発表単位（新潟県）で発表される。大雨、高潮に関して、[高]又は
[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警
戒レベル１である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

   



No 章 節 項目 意見理由 対応

風水害等対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　５/６

意見

17 3 4

２ 気象業
務法に定
める気象
特別警報・
警報・注意
報等

(7)　キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等
ア　土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域
ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指
数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災
害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認す
ることができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされ
る警戒レベル５に相当。
・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル３に相当。
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避
難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。
イ　浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）
短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の
領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測
を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたとき
に、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。
ウ　洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
　指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他
河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km
ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用
いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高
まっている場所を面的に確認することができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされ
る警戒レベル５に相当。
・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル３に相当。
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避
難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。
エ　流域雨量指数の予測値
各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川にお
いては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高まり
の予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系
列で示す情報。流域内における雨量分布の実況と６時間先までの予測（解析雨
量及び降水短時間予報等）を用いて常時10分ごとに更新している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

警戒レベル。警戒レベル相当情
報に位置付けられた「キキクル
（危険度分布）」の情報の説明が
ありません。
左記のように記述してはいかが
でしょうか。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

   



No 章 節 項目 意見理由 対応

18 3 4

３ 気象警
報・注意報
等の伝達
の整備

気象業務法第十五条の二第四
項を参照願います。

ご意見を踏まえ、新潟県地域防災
計画とも整合を図り修正いたしま
す。

19 3 4

３ 気象警
報・注意報
等の伝達
の整備

新潟県地域防災計画修正によ
る連絡系統の変更

新潟県地域防災計画と整合を図
り、ご意見のとおり削除いたします。

20 3 5
３ 洪水予
報

新潟県水防計画修正による連
絡系統の変更

関連計画である新潟県水防計画と
整合を図り、ご意見のとおり削除い
たします。

21 3 30
公衆通信
施設対応
対策

ご意見を踏まえ「災害用伝言板及
び災害用音声お届けサービス」を
「災害用伝言板（携帯電話）」に修
正いたします。

22 （全体）

国の通知による 国の通知に基づき修正いたしま
す。

23 （全体）

土砂災害危険箇所　の表記修正　　→土砂災害警戒区域
土砂災害（特別）警戒区域　の表記の修正　　→土砂災害警戒区域等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【国土交通省水管理・国土保全局】

令和６年能登半島地震の対応を踏まえ修正いたします。

風水害等対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　６/６

意見

（1） 伝達系統
新潟地方気象台が、「気象業務法」に基づく気象注意報・警報等を発表し、又は
切替えし、あるいは解除した場合の市民及び所在官公署への周知と、その伝達
体制は、次による。この場合の伝達順位は、予測される災害に対する直接の災害
応急対策責任者への伝達を優先するものとし、又は状況により必要のない場合
は、他の機関及び市民への伝達はしない。

との記述があります。
一方、気象等の特別警報については、気象業務法第十五条の二第四項により、
「市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させ
る措置をとらなければならない。」とされています。例えば、以下のような一文を追
加されてはいかがでしょうか。
「ただし、気象等の特別警報については、気象業務法により、市民及び所在官公
署への周知の措置が義務付けられている。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

（1） 伝達系統
気象警報・注意報等の伝達系統図
「県警察本部（警備第2課）→警察無線等一斉送信→燕警察署」の伝達系統を削
除
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

(2) 洪水予報の連絡
ア 信濃川（中流）　　　　　　　　　「県警察本部→警察署」の伝達系統を削除
イ 信濃川（下流）・中ノ口川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

3.応急対策
（7）災害用伝言サービスの提供について
・追加で記載されている「災害用伝言板及び災害用音声お届けサービス」につい
ては携帯事業者のサービスかと思いますが、災害用音声お届けサービスは2022
年3月31日でサービスが終了していますので削除しておいた方がよいかと思いま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【東日本電信電話株式会社新潟支店】

   



No 章 節 項目 意見理由 対応

1 1 2

２ 各機関
の事務又
は業務の
大綱

気象庁としての統一的な記載に
修正します。

ご意見を踏まえた上で、他機関の
表記と整合を取り修正いたします。

2 3 29

公衆通信
施設対応
対策

ご意見を踏まえ「災害用伝言板及
び災害用音声お届けサービス」を
「災害用伝言板（携帯電話）」に修
正いたします。

3

（全体） 国の通知による 国の通知に基づき修正いたしま
す。

4 （全体）

No 章 節 項目 意見理由 対応

1 2 12

４　要配慮
者の避難・
屋内退避
体制の整
備

避難行動要支援者名簿の作成
主体と同名簿の掲載者が混同さ
れない表現とするとともに、同名
簿の脱字を修正し、文章全体を
より適当なものとするため

ご意見のとおり修正いたします。

土砂災害危険箇所　の表記修正　　→土砂災害警戒区域
土砂災害（特別）警戒区域　の表記の修正　　→土砂災害警戒区域等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【国土交通省水管理・国土保全局】

令和６年能登半島地震の対応を踏まえ修正いたします。

原子力災害対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　１/１

意見

（２）について、
「市は、避難行動支援者名簿を作成している者について、個別避難計画を作成
するよう努める。…」を、「市は、避難行動要支援者名簿に掲載されている者につ
いて、個別避難計画を作成するよう努める。…」とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【三条地域振興局健康福祉環境部】

震災対策編（修正素案）に対する関係機関からの意見及び対応表　　１/１

意見

新潟地方気象台の「処理すべき事務又は業務の大綱」を次のとおり修正したい。

1 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を行う。
2 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水
象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行う。
3 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。
4 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。
5 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟地方気象台】

3.応急対策
（7）災害用伝言サービスの提供について
・追加で記載されている「災害用伝言板及び災害用音声お届けサービス」につい
ては携帯事業者のサービスかと思いますが、災害用音声お届けサービスは2022
年3月31日でサービスが終了していますので削除しておいた方がよいかと思いま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【東日本電信電話株式会社新潟支店】

   


